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令和３年 第３回栗原市農業委員会総会議事録 

 

 令和３年３月２６日 午後１時３０分、下記の件の議定のため、令和３年 第３回 

栗原市農業委員会総会を、栗原市役所金成庁舎に招集した。 

 

日程第 １ 議事録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 事務報告 

日程第 ４ 報告第 １号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 ５ 報告第 ２号 使用貸借権の解約通知について 

日程第 ６ 報告第 ３号 令和３年栗原市農作業標準賃金について 

日程第 ７ 議案第 １号 農地法第３条の規定による許可取消願について 

日程第 ８ 議案第 ２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ９ 議案第 ３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第１０ 議案第 ４号 農用地利用集積計画について 

日程第１１ 議案第 ５号 農用地利用配分計画について 

日程第１２ 議案第 ６号 非農地証明願について 

日程第１３ 議案第 ７号 栗原市農業振興地域整備計画の変更について 

日程第１４ 議案第 ８号 令和３年度栗原市農業委員会事業計画について 

 

１ 出席委員 （２２名） 

    １番 佐々木  栄 夫 委員、  ２番 佐 藤    勝 委員、 

    ３番 熊 谷  ゆ り 委員、  ４番 佐々木    弘 委員、 

    ５番 遊 佐  一 成 委員、  ６番 菅 原  勝 宏 委員、 

    ７番 岩 淵  敬 一 委員、  ８番 米 山  嘉 彦 委員、 

    ９番 阿 部  一 信 委員、 １０番 曽 根  金 雄 委員、 

   １１番 三 浦  正 勝 委員、 １２番 鈴 木  和 子 委員、 

   １３番 芳 賀  博 秋 委員、 １４番 尾 形  陽一郎 委員、 

   １５番 髙 橋    寛 委員、 １６番 狩 野  善 典 委員、 

   １８番 髙 橋  榮 一 委員、 １９番 岩 渕    弘 委員、 

   ２０番 三 浦    栄 委員、 ２１番 大 沢  純 香 委員、 

   ２３番 吉 田  優 俊 会長職務代理者、 

   ２４番 鈴 木  康 則 会長 
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２ 欠席委員  

   １７番 佐々木  耕太郎 委員、 ２２番 大 場  裕 之 委員、 

 

３ 議事に参与した者 

   事務局長        二階堂    賢 

   事務局長補佐      小 山  雅 規 

   農地農政係 主幹兼係長  藤   広 実 

   農地農政係 主 査   高 橋    潤 

   農地農政係 主 事   千 葉  和 哉 

   農地農政係 主 事   菅 原  佑 太 

 

    （ 午後１時３０分 開会） 

 

議長 

 ご起立願います。 

「ご苦労様です。」ご着席願います。 

 先日は連携会議大変ご苦労様でした。また、名取での研修会へご参加いただき、大変

お疲れ様でした。 

 そして、報告ですが、令和２年度の農業委員会だよりコンクールにおいて、栗原市農

業委員会が特別賞を受賞し、１９日の臨時総会の日に、このとおり表彰状を授与してき

ましたので、ご報告いたします。 

 

議長 

 それでは、只今から、令和 ３年 第３回 

 栗原市農業委員会総会を開会いたします。 

 

議長 

 ただいまの出席委員は、２２名であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

 

議長 

 欠席の通告があります。 

 議席番号１７番 佐々木 耕太郎 委員、議席番号２２番 大場 裕之 委員から、所要の

ため、欠席する旨の、通告がございます。 

 

議長 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 議案説明等のため、事務局長ほか関係職員を出席させております。 
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議長 

 なお、新型コロナウイルス感染症予防対策のため、会議場の換気をしております。 

 また、皆様にはマスク着用をお願いいたします。 

 

議長 

 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

 議事録署名委員は、農業委員会会議規則第２７条の規定により、議席番号１８番  

髙橋 榮一 委員、議席番号１９番 岩渕 弘 委員の両名を指名いたします。 

 

議長 

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本総会の会期は、本日１日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本総会の会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

議長 

 日程第３、事務報告を行います。 

 事務局長から報告いたします。 

 

事務局長 

 議案資料に基づき、令和３年２月２６日から令和３年３月２６日までに実施した事務

事業等の報告並びに、令和３年３月３１日から令和３年４月２７日までに予定している

事務事業等について説明。 

 

議長 

 これで、日程第３、事務報告を終わります。 

 

議長 

 日程第４、報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、を報告い

たします。 

 第１区の番号１番から４番までの４案件、第２区の番号５番から１２番までの８案

件、第３区の番号１３番から１８番までの６案件、併せて１８案件について、事務局か

ら報告いたします。 
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事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田 ２筆 ５，０９６㎡、双方合意による農地法第

３条による賃貸借権解約の１案件、 

 番号２番は、築館地区の田 ５筆 ９，８７１㎡、売買のための基盤法による賃貸借

権解約の１案件、 

 番号３番は、一迫地区の田 １筆 ５，３８５㎡、双方合意による基盤法による賃貸

借権解約の１案件、 

 番号４番は、一迫地区の田 １２筆 １４，４４９㎡、新たな賃貸借権設定のための

基盤法による賃貸借権解約の１案件、 

 第２区の番号５番は、若柳地区の田 ２筆 １，１８３㎡、 

 番号６番は、若柳地区の田 ８筆 ７，５７９㎡、いずれも、双方合意による基盤法

による賃貸借権解約の２案件、 

 番号７番、番号８番は、関連案件で、築館地区の田 １筆 ６７３㎡、若柳地区の田 

３筆 ４，６７６㎡、及び畑 １筆 ３４２㎡、合計 ５，６９１㎡、双方合意による

農地中間理事業による賃貸借権解約の２案件、 

 番号９番は、志波姫地区の田 ７筆 １０，４８６㎡、 

 番号１０番は、志波姫地区の田 ４筆 ３，６１５㎡、いずれも、双方合意による基

盤法による賃貸借権解約の２案件、 

 番号１１番は、志波姫地区の田 １筆 １，９９１㎡、 

 番号１２番は、志波姫地区の田 ７筆 ９，０５８㎡、いずれも、新たな賃貸借権設

定のための基盤法による賃貸借権解約の２案件、 

 第３区の番号１３番は、栗駒地区の田 ２筆 １，８４０㎡、双方合意による農地法

第３条による賃貸借権解約の１案件、 

 番号１４番は、栗駒地区の田 １筆 ８０２㎡、双方合意による基盤法による賃貸借

権解約の１案件、 

 番号１５番、番号１６番は、関連案件で、栗駒地区の田 １０筆 ６，１９９㎡、い

ずれも、双方合意による農地中間理事業による賃貸借権解約の２案件、 

 番号１７番は、鶯沢地区の田 ２筆 ２，０４４㎡、売買のための農地法第３条によ

る賃貸借権解約の１案件、 

 番号１８番は、鶯沢地区の田 １筆 １，０４４㎡、双方合意による基盤法による賃

貸借権解約の１案件、 

 以上、１８案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程第４、報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、

報告を終わります。 

 

 



 5 

議長 

 日程第５、報告第２号 使用貸借権の解約通知について、を報告いたします。 

 第１区の番号１番・２番の２案件、第２区の番号３番から６番までの４案件、第３区

の番号７番の１案件、併せて７案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田 １筆 ２９，１２８㎡、売買のための基盤法に

よる使用貸借権解約の１案件、 

 番号２番は、一迫地区の田 ３筆 １０，４１１㎡、新たな賃貸借権設定のための農

地法第３条による使用貸借権解約の１案件、 

 第２区の番号３番は、若柳地区の田 ２０筆 １０，５４２㎡、新たな賃貸借権設定

のための農地法第３条による使用貸借権解約の１案件、 

 番号４番、番号５番は、関連案件で、若柳地区の田 ８筆 ５，６７４㎡、双方合意

による農地中間理事業による使用貸借権解約の２案件、 

 番号６番は、志波姫地区の田 ７筆 １６，１２８㎡、新たな賃貸借権設定のための

基盤法による使用貸借権解約の１案件、 

 第３区の番号７番は、栗駒地区の田 ２筆 １，４２８㎡、双方合意による農地法第

３条による使用貸借権解約の１案件、 

 以上、７案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程第５、報告第２号 使用貸借権の解約通知について、報告を終わりま

す。 

 

議長 

 日程第６、報告第３号 令和３年栗原市農作業標準賃金について、を報告いたしま

す。内容について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 令和３年栗原市農作業標準賃金について、内容等につきましては、先の連携会議にお

いて説明したとおりでございますが、変更点と注意事項について再度説明いたします。 

 変更点につきましては、これまでは各年度で設定していましたが、今後は暦年での設

定とするということで、この表は４月から１２月までとなります。 

 また、バインダー及びハーベスタの項目の削除、ドローンによる薬剤散布の項目を追

加しております。 

 注意事項といたしましては、表の下段に記載のとおり、この表は目安となる標準的な

額を定めたものです、実際の作業料金を決める場合は、地域の実情や圃場の条件等に合

わせて、委託者と受託者で話し合い決めていただくことになります。 



 6 

 この令和３年栗原市農作業標準賃金表については、４月１日発行の農業委員会だより

及び市のホームページで公表することとしております。 

 報告第３号について、以上で内容の報告を終わります。 

 

議長 

 これで、日程第６、報告第３号 令和３年 栗原市農作業標準賃金について、報告を

終わります。 

 

議長 

日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可取消願について、を議題といた

します。 

 はじめに、第２区の番号１番の案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号１番は、所有権移転贈与の案件で、志波姫地区の田 １１筆  

２４，１６５㎡、及び畑 ３筆 ２，４４３㎡、合計 ２６，６０８㎡、 

 経営継承のために所有権移転贈与する目的により令和２年２月２６日付で許可をして

おりましたが、譲受人の仕事上の都合により、贈与者が引続き農業経営を行うこととな

ったため、許可の取消を願い出る旨の１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号２番の案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号２番は、所有権移転贈与の案件で、栗駒地区の田 １９筆  

３３，９４６㎡、及び畑 ４筆 １，４１７㎡、合計 ３５，３６３㎡、 

 経営継承のために所有権移転贈与する目的により平成３０年５月２９日付で許可をし

ておりましたが、譲受人の労力不足により第三者へ利用権の設定を行うこととなったた

め、許可の取消を願い出る旨の１案件を説明。 
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議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可取消願についての、番号１

番・２番の２案件は、原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可取消願についての、

番号１番・２番の２案件は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

議長 

 日程第８、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題といた

します。 

 はじめに、第１区の番号１番から１０番までの、１０案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田 １筆 ２９，１２８㎡、栗原市において、農業

経営を開始するための所有権権移転売買の１案件、市外居住者取得により詳細説明。 

 番号２番は、築館地区の田 ６筆 １１，９２５㎡、経営継承のための使用貸借権設

定の１案件、 

 番号３番は、高清水地区の田 １筆 ７５７㎡、 

 番号４番は、高清水地区の田 ２筆 １，１５７㎡、いずれも、相手方の要望による

所有権移転売買の２案件、 

 番号５番は、高清水地区の田 ４筆 ３，１３５㎡、相手方の要望による賃貸借権設

定の１案件、 

 番号６番は、一迫地区の田 ６筆 ５，１０２㎡、相手方の要望による所有権移転売

買の１案件、 

 番号７番は、一迫地区の田 ６筆 １９，８５９㎡、及び畑 １筆 ２７７㎡、合計 

２０，１３６８㎡、経営継承のための所有権移転贈与の１案件、 
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 番号８番は、一迫地区の田 ６筆 １５，６３５㎡、 

 番号９番は、一迫地区の田 ８筆 １３，８７８㎡、いずれも、相手方の要望による

賃貸借権設定の２案件、 

 番号１０番は、瀬峰地区の畑 １筆 １，８２０㎡、経営規模拡大のための所有権移

転売買の１案件、 

 以上、１０案件の説明と全て許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、去る３月１９日、議席番号１７番 佐々木 耕太郎 委員、農地利用最適化推進

委員の 千葉 律夫 委員、及び 小原 公康 委員が、現地確認調査を行っておりますの

で、その結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、小原 公康 推進委員から報告願います。 

 

小原 公康 推進委員 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請については、去る３月１９日の金曜

日に４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号１番の詳細については、事務局より説明があったとおりで、大崎市に住所を有す

る農業法人が、農業経営を開始するということで、いちご、アイガモ肉の生産のため、

所有権移転売買になっており、現地確認を行ったところ仮払いを行っており、許可に当

たっては、審査基準である全部効率利用要件や地域調和要件を勘案しますと、特に問題

がないものと判断いたしました。 

 番号２番から１０番の詳細につきましては、事務局から説明があったとおりですが、

労力不足及び相手方の要望による売買や贈与、親子間の経営移譲による贈与、賃貸借権

設定となっており、許可に当たっては、審査基準に適合しており、特に問題がないもの

と判断いたしました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号１１番から１８番までの、８案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第２区の番号１１番は、若柳地区の田 １筆 １，９８８㎡、相手方の要望による所

有権移転売買の１案件、 

 番号１２番は、若柳地区の田 ８筆 １６，１０５㎡、及び畑 ２筆 １，３３２㎡

合計 １７，４３７㎡、経営継承のための所有権移転贈与の１案件、 

 番号１３番は、若柳地区の田 ２４筆 １８，４７０㎡、及び畑 １筆 ４４９㎡、

合計 １８，９１９㎡、経営規模拡大のための所有権移転売買の１案件、 

 番号１４番は、若柳地区の田 １筆 ９８１㎡、いずれも、相手方の要望による賃貸

借権設定に２案件、 

 番号１５番は、若柳地区の田 ２６筆 ２４，０００㎡、及び畑 １筆 ２４４㎡、

合計 ２４，２４４㎡、経営継承のための使用貸借権設定の１案件、 

 番号１６番は、志波姫地区の田 ２筆 １，２４８㎡、経営規模拡大のための所有権

移転売買の１案件、 

 番号１７番は、志波姫地区の田 ４筆 １１，１７１㎡、及び畑 ２筆 ２，６４９

㎡、合計 １３，８２０㎡、相手方の要望による所有権移転売買の１案件、 

 番号１８番は、志波姫地区の田 ５筆 ９，９９５㎡、相手方の要望による賃貸借権

設定に１案件、 

 以上、８案件の説明と全て許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、去る３月２２日、議席番号１４番 尾形 陽一郎 委員、農地利用最適化推進委

員の 氏家 勝子 委員が、現地確認調査を行っておりますので、その結果の報告をお願

いいたします。 

 それでは、１４番 尾形 陽一郎 委員から報告願います。 

 

１４番 尾形 陽一郎 委員 

 議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請については、去る３月２２日の月曜

日に３名にて、書類審査を行いました。 

 番号１１番から番号１８番については、事務局から詳細に説明があったとおりでござ

いますけれども、いずれも相手方の要望や労力不足などの理由による売買や賃貸借権の

設定あるいは、親子間の経営継承のための贈与や使用貸借権の設定となっております。 

 いずれの案件も、全部効率利用要件や地域調和要件を勘案しますと、許可に当たって

は、特に問題がないものと判断いたしました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。質疑ございませんか。 
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  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号１９番から２７番までの、９案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号１９番は、栗駒地区の田 ９筆 １６，１６０㎡、 

 番号２０番は、栗駒地区の田 １４筆 １７，０３５㎡、 

 番号２１番は、栗駒地区の田 １筆 ３，２６５㎡、 

 番号２２番は、栗駒地区の田 ３筆 １，８６０㎡、 

 番号２３番は、栗駒地区の田 ４筆 ４，２７５㎡、いずれも、相手方の要望による

賃貸借権設定の５案件、 

 番号２４番は、栗駒地区の田 １筆 １，０７９㎡、 

 番号２５番は、栗駒地区の田 ２筆 ３，４０４㎡、いずれも、経営規模拡大のため

の賃貸借権設定の２案件、 

 番号２６番は、鶯沢地区の田 ４筆 １，５３８㎡、相手方の要望による賃貸借権設

定の１案件、 

 番号２７番は、花山地区の畑 １筆 ８，７５３㎡、いずれも、経営規模拡大のため

の所有権移転売買の１案件、市外居住者取得により詳細説明。 

 以上、９案件の説明と許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、去る３月２２日、議席番号１９番 岩渕 弘 委員、農地利用最適化推進委員の 

佐藤 憲一 委員、及び 髙 橋 茂 委員が、現地確認調査を行っておりますので、その結

果の報告をお願いいたします。 

 それでは、１９番 岩渕 弘 委員から報告願います。 

 

１９番 岩渕 弘 委員 

 １９番 岩渕です。 

 議案第２号につきましては、去る３月２２日の月曜日に４名にて、書類審査及び現地

確認を行いました。 

 議案書２８ページの番号１９番から３１ページの２６番までの８件につきましては、

事務局からただ今説明ございましたとおり、経営規模拡大並びに労力不足によるもの

で、いずれも賃貸借権設定の案件でございます。すべて書類審査にて問題がないものと

判断いたしました。 

 番号２７番の件につきましては、市外取得者の所有権移転売買で、現地確認を行った
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ところ、第３区の参考資料１～２ページのとおり、申請地は道路に面した畑で、牧草が

作付けされ、良好に管理されておりました。 

許可に当たりましては、特に問題がないものと判断してまいりました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号１番か

ら２７番までの２７案件は、原案のとおり許可することに、ご異議ございませんか 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第８、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番

号１番から２７番までの２７案件については、原案のとおり、許可することに決定いた

しました。 

 

議長 

 日程第９、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題といた

します。 

 はじめに、第１区の番号１番の案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、所有権移転売買の案件で、瀬峰地区の畑 ２筆 ９９８㎡を 

住宅用地として転用し、住宅及び駐車場、物置を建築造成するものであります。 

 農地区分は、農地の広がりがあり第１種農地に該当しますが、申請人の日常生活に欠

くことができない住宅を目的とした転用で集落に接続して設置されることから、不許可

の例外規定に該当する旨の１案件が許可要件を満たしていることを説明。 
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議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、千葉 律夫 推進委員から報告願います。 

 

千葉 律夫 推進委員 

 １区の推進委員の千葉律夫でございます。 

 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、去る３月１９日の金曜日

に４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号１番について、議案の詳細については事務局から説明があったとおりで、住宅地

にある畑で、現在は牧草等の休耕畑でありました。４～５ｍの舗装道路に面しており、

両隣も住宅が建設されており、転用許可申請に当たっては特に問題はないものと判断い

たしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号２番の案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の番号２番は、賃貸借権設定の案件で、栗駒地区の田 ２筆 １，４２８㎡を

借受け、業務用地として転用し、申請人が経営する会社の資材置場及び業務用車の駐車

場を造成するものであります。 

 農地区分は、農地の広がりがあり第１種農地に該当しますが、既存敷地面積の２分の

１以内の拡張となりますので、不許可の例外規定として取り扱う旨の１案件が許可要件

を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、佐藤 憲一 推進委員から報告願います。 
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佐藤 憲一 推進委員 

 佐藤です。 

 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、去る３月２２日の月曜日

に４名にて、現地確認を行いました。 

 番号２番の詳細につきましては、事務局の説明のとおりでありまして、業務拡大によ

り、資材置場、駐車場を拡大造成するものであり、許可に当たっては特に問題がないも

のと判断してまいりました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号１番・

２番の２案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第９、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番

号１番・２番の２案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

議長 

 日程第１０、議案第４号 農用地利用集積計画について、を議題といたします。 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限に該当する

案件がありますので、はじめに、審議を行います。 

 第２区の番号７９番・８０番の２案件を審議いたします。 

 議席番号 ４番 佐々木 弘 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時７分）（ ４番 佐々木 弘 委員 退席） 
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議長 

 会議を再開します。（午後２時８分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号７９番は、志波姫地区の田 １筆 ２，８９７㎡、 

 番号８０番は、志波姫地区の田 ７筆 １２，４９６㎡、いずれも、新規の賃貸借権

設定である旨の２案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号７９番・８０番の２案

件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１０、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号７９番・ 

８０番の２案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号 

４番 佐々木 弘 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時９分）（ ４番 佐々木 弘 委員、着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時９分） 

 次に、第３区の番号８８番の案件を審議いたします。 

 議席番号 ６番 菅原 勝宏 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 
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 暫時休憩いたします。（午後２時９分）（ ６番 菅原 勝宏 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開します。（午後２時１０分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号８８番は、栗駒地区の田 １筆 ２，２３５㎡、新規の賃貸借権設定で

ある旨の１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号８８番の案件は、原案

を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１０、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号８８番の案

件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  

 

議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号 

６番 菅原 勝宏 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時１１分）（ ６番 菅原 勝宏 委員、着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時１１分） 

 次に、第３区の番号１１２番から１１４番までの３案件を審議いたします。 
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 議席番号１６番 狩 野 善 典 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願い

ます。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時１１分）（ １６番 狩野 善典 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開します。（午後２時１２分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号１１２番は、花山地区の田 １８筆 １２，１５５．５６㎡、新規の賃

貸借権設定である旨の１案件 

 番号１１３番は、花山地区の田 １筆 ７８９㎡、 

 番号１１４番は、花山地区の田 ３筆 １，３９３㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の２案件、 

 以上、３案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 

 それでは、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号１１２番から１１４番

までの３案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 

 よって、日程第１０、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号１１２番か

ら１１４番までの３案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  
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議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号

１６番 狩野 善典 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時１３分）（ １６番 狩野 善典 委員、着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時１３分） 

 次に、第１区の番号１番から４４番までの４４案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田 ５筆 ９，８７１㎡、及び畑 １筆 ９５９

㎡、合計 １０，８３０㎡、所有権移転売買である旨の１案件、 

 番号２番は、築館地区の田 １筆 ４，５０４㎡、 

 番号３番は、築館地区の田 ５筆 １７，２０９㎡、 

 番号４番は、築館地区の田 ４筆 ４，３９３㎡、 

 番号５番は、築館地区の田 ３筆 １２，９７９㎡、 

 番号６番は、築館地区の田 ２筆 ５，０９６㎡ 

 番号７番は、築館地区の田 １筆 ２，２９７㎡、 

 番号８番は、築館地区の田 １５筆 １８，７８４．３８㎡、及び、畑 ５筆  

６，０４６㎡、合計 ２４，８３０．３８㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定である旨

の７案件、 

 番号９番は、築館地区の田 １筆 ３，４２３㎡、更新の賃貸借権設定である旨の１

案件、 

 番号１０番は、高清水地区の田 １筆 ２，６３４㎡、 

 番号１１番は、高清水地区の田 ２筆 ４７１㎡、 

 番号１２番は、高清水地区の田 ８筆 ７，７１２㎡、いずれも、所有権移転売買で

ある旨の３案件、 

 番号１３番は、高清水地区の田 ２筆 ５，０３３㎡、 

 番号１４番は、高清水地区の田 ２筆 ８，６３７㎡、いずれも、新規の賃貸借権設

定である旨の２案件、 

 番号１５番は、高清水地区の田 １筆 ７，５６５㎡、更新の賃貸借権設定である旨

の１案件、 

 番号１６番は、一迫地区の田 １筆 ３５６㎡、 

 番号１７番は、一迫地区の田 １筆 １，４８１㎡、いずれも、所有権移転売買であ

る旨の２案件、 

 番号１８番は、一迫地区の田 １２筆 １４，４４９㎡、 
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 番号１９番は、一迫地区の田 ７筆 １４，１８０㎡、 

 番号２０番は、一迫地区の田 ７筆 １４，２２４㎡、 

 番号２１番は、一迫地区の田 ３筆 １０，４４１㎡、 

 番号２２番は、一迫地区の田 ２筆 ８，０５０㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定

である旨の５案件、 

 番号２３番は、一迫地区の田 ４筆 １２，９１８㎡、 

 番号２４番は、一迫地区の田 ２筆 ５，７７７㎡、 

 番号２５番は、一迫地区の田 １筆 ９０４㎡、 

 番号２６番は、一迫地区の田 ８筆 １２，７９８㎡、 

 番号２７番は、一迫地区の田 ２筆 ８，９１５㎡、 

 番号２８番は、一迫地区の田 ２筆 ２，２２９㎡、 

 番号２９番は、一迫地区の田 １筆 ３，３１１㎡、 

 番号３０番は、一迫地区の田 ５筆 ５，８２２㎡、 

 番号３１番は、一迫地区の田 ４筆 ４，４０４㎡、 

 番号３２番は、一迫地区の田 １筆 ２，２６９㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定

である旨の１０案件、 

 番号３３番は、一迫地区の田 ２筆 ７，１７３㎡、農地中管理事業による新規の賃

貸借権設定である旨の１案件、 

 番号３４番は、瀬峰地区の田 ８筆 ８，４７４㎡、及び畑 １筆 １，４７６㎡、

合計 ９，９５０㎡、 

 番号３５番は、瀬峰地区の田 １筆 ５，６５５㎡、 

 番号３６番は、瀬峰地区の田 ２８筆 ２５，４１３㎡、 

 番号３７番は、瀬峰地区の田 １０筆 ６，７９７㎡、 

 番号３８番は、瀬峰地区の田 ６筆 ７，５９１㎡、及び畑 ３筆 ４，８２９㎡、

合計 １２，４２０㎡、 

 番号３９番は、瀬峰地区の田 ６筆 ４，７４５㎡、 

 番号４０番は、瀬峰地区の田 ５筆 ２２，９６４㎡、いずれも、新規の賃貸借権設

定である旨の７案件、 

 番号４１番は、瀬峰地区の田 ３５筆 ３５，８４１㎡、新規及び更新の賃貸借権設

定である旨の１案件、 

 番号４２番は、瀬峰地区の田 ２７筆 ２８，３７０㎡、及び畑 ２筆 ８９８㎡、

合計 ２９，２６８㎡、 

 番号４３番は、瀬峰地区の田 １２筆 １０，６５８㎡、及び畑 １筆 ２８１㎡、

合計 １０，９３９㎡、 

 番号４４番は、瀬峰地区の田 １２筆 ３０，１２２㎡、及び畑 ２筆７，６１２

㎡、合計 ３７，７３４㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定である旨の３案件、 

 以上、４４案件を説明。 
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議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 

 次に、第２区の番号４５番から７８番までの３４案件、及び、番号８１番・８２番の

２案件、合わせて、３６案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号４５番は、若柳地区の田 ８筆 ３，５０５㎡、 

 番号４６番は、若柳地区の田 ２筆 １，１８３㎡、 

 番号４７番は、若柳地区の田 ８筆 ７，５７９㎡、 

 番号４８番は、若柳地区の田 ７筆 ６，４９５㎡、 

 番号４９番は、若柳地区の田 ６筆 ６，１１１㎡、いずれも、所有権移転売買であ

る旨の５案件、 

 番号５０番は、若柳地区の田 １１筆 ８，６５４㎡、 

 番号５１番は、若柳地区の田 １２筆 １０，５６５、 

 番号５２番は、若柳地区の田 １筆 ４１㎡、 

 番号５３番は、若柳地区の田 ２０筆 １０，５４２㎡、 

 番号５４番は、若柳地区の田 ２筆 ８２６㎡、及び、志波姫地区の田 １２筆  

１９，２６１㎡、合計 ２０，０８７㎡、 

 番号５５番は、若柳地区の田 ４筆 ４，０９２㎡、及び、志波姫地区の田 ５筆 

５，７２４㎡、合計 ９，８１６㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定である旨の６案

件、 

 番号５６番は、若柳地区の田 ８筆 ８，０５６㎡、 

 番号５７番は、若柳地区の田 １７筆 １７，１１３㎡、 

 番号５８番は、若柳地区の田 ６筆 ２２，６１４㎡、畑 ４筆 ２，２７１㎡、及

び、志波姫地区の田 ６筆 ２１，１６７㎡、合計 ４６，０５２㎡、新規の使用貸借

権設定である旨の１案件、 

 番号５９番は、若柳地区の田 ４筆 １，７９５㎡、更新の使用貸借権設定である旨

の１案件、 

 番号６０番は、金成地区の田 ３筆 ２，２９７㎡、所有権移転売買である旨の１案

件、 



 20 

 番号６１番は、金成地区の田 １筆 ４，０００㎡、 

 番号６２番は、金成地区の田 １２筆 ７，２４６㎡、いずれも、新規の賃貸借権設

定である旨の２案件、 

 番号６３番は、金成地区の田 １４筆 １２，４１４㎡、 

 番号６４番は、金成地区の田 ５筆 １０，１８３㎡、 

 番号６５番は、金成地区の田 ４筆 ８，６３０㎡、 

 番号６６番は、金成地区の田 ２筆 ４，１９５㎡、 

 番号６７番は、金成地区の田 ３筆 ３，０４０㎡、 

 番号６８番は、金成地区の田 ８筆 ５，１５２㎡、及び畑 ２筆 １，０６５㎡、

合計 ６，２１７㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定である旨の８案件、 

 番号６９番は、志波姫地区の田 ３筆 ４，２８２㎡、所有権移転売買である旨の１

案件、 

 番号７０番は、志波姫地区の田 ２筆 ２，０４８㎡、 

 番号７１番は、志波姫地区の田 ２筆 ８５３㎡、 

 番号７２番は、志波姫地区の田 ８筆 ２４，８２５㎡、及び畑 ２筆 １，７４１

㎡、合計 ２６，５６６㎡、 

 番号７３番は、志波姫地区の田 １８筆 １４，７２９㎡、及び畑 ２筆 ５９９

㎡、合計 １５，３２８㎡、 

 番号７４番は、志波姫地区の田 ７筆 １０，４８６㎡、 

 番号７５番は、志波姫地区の田 ４筆 ３，６１５㎡、 

 番号７６番は、志波姫地区の田 １筆 ３，００８㎡、 

 番号７７番は、志波姫地区の田 ２筆 ４，５２４㎡、 

 番号７８番は、志波姫地区の田 １筆 １，９９１㎡、いずれも、新規の賃貸借権設

定である旨の９案件、 

 番号８１番は、志波姫地区の田 １３筆 １０，３５８㎡、 

 番号８２番は、志波姫地区の田 ７筆 ９，０５８㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の２案件、 

 以上、３６案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 
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議長 

 次に、第３区の番号８３番から８７番までの５案件、番号８９番から１１１番までの

２３案件、及び、番号１１５番から１２３番までの９案件、合わせて、３７案件を審議

いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号８３番は、栗駒地区の田 １筆 ３，０１６㎡、 

 番号８４番は、栗駒地区の田 １筆 １６０㎡、いずれも、所有権移転売買である旨

の２案件、 

 番号８５番は、栗駒地区の田 ９筆 ９，５８７㎡、 

 番号８６番は、栗駒地区の田 ５筆 ７，３９７㎡、 

 番号８７番は、栗駒地区の田 １３筆 ２２，９１８㎡、 

 番号８９番は、栗駒地区の田 ２筆 ３，４６９㎡、 

 番号９０番は、栗駒地区の田 ４筆 ３，５６１㎡、 

 番号９１番は、栗駒地区の田 ３筆 １５，５６０㎡、 

 番号９２番は、栗駒地区の田 １０筆 １１，４４４㎡、 

 番号９３番は、栗駒地区の田 １筆 ２，６３５㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定

である旨の８案件、 

 番号９４番は、栗駒地区の田 ２筆 ３，８３９㎡、 

 番号９５番は、栗駒地区の田 ６筆 １１，０９０㎡、 

 番号９６番は、栗駒地区の田 ２１筆 ２９，９８２㎡、 

 番号９７番は、栗駒地区の田 １５筆 ２２，２７５㎡、 

 番号９８番は、栗駒地区の田 １４筆 ２６，９６６㎡、 

 番号９９番は、栗駒地区の田 ８筆 １７，２７０㎡、 

 番号１００番は、栗駒地区の田 １３筆 ５，１１４㎡、 

 番号１０１番は、栗駒地区の田 １筆 ５，１４７㎡、 

 番号１０２番は、栗駒地区の田 ３筆 ３，７０３㎡、 

 番号１０３番は、栗駒地区の田 １３筆 ２６，４９１㎡、 

 番号１０４番は、栗駒地区の田 ５筆 ５，９９４㎡、 

 番号１０５番は、栗駒地区の田 １８筆 ２５，８６０㎡、 

 番号１０６番は、栗駒地区の田 １０筆 １７，５５４㎡、及び畑 ３筆 ２０３㎡、

合計 １７，７５７㎡、 

 番号１０７番は、栗駒地区の田 ４筆 ７，９６５㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の１４案件、 

 番号１０８番は、鶯沢地区の田 ２筆 ２，０４４㎡、所有権移転売買である旨の１

案件、 

 番号１０９番は、鶯沢地区の田 １０筆 ８，９９１㎡、 
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 番号１１０番は、鶯沢地区の田 ４筆 ３，９８６㎡、いずれも、新規の賃貸借権設

定である旨の２案件、 

 番号１１１番は、鶯沢地区の田 ２０筆 ２３，５９９㎡、更新の賃貸借権設定であ

る旨の１案件、 

 番号１１５番は、花山地区の田 １筆 ４，１４２㎡、 

 番号１１６番は、花山地区の田 ２筆 ６，１２９㎡、 

 番号１１７番は、花山地区の田 １筆 ３，０７９㎡、 

 番号１１８番は、花山地区の田 １筆 ５，７１９㎡、 

 番号１１９番は、花山地区の田 １筆 １，４４１㎡、 

 番号１２０番は、花山地区の田 １筆 ３，１９２㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の６案件、 

 番号１２１番は、花山地区の田 ３筆 ９，９８４㎡、及び畑 １筆 ６，９２７

㎡、合計 １６，９１１㎡、 

 番号１２２番は、花山地区の田 ８筆 ３，７３９㎡、 

 番号１２３番は、花山地区の田 ３筆 ８，０４９㎡、いずれも、更新の使用貸借権

設定である旨の３案件、 

 以上、３７案件を説明。 

  

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 それでは、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号１番から７８番までの

７８案件、番号８１番から８７番までの７案件、番号８９番から１１１番までの２３案

件、及び、番号１１５番から１２３番までの９案件、合わせて、１１７案件について

は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１０、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号１番から 

７８番までの７８案件、番号８１番から８７番までの７案件、番号８９番から１１１番

までの２３案件、及び、番号１１５番から１２３番までの９案件、合わせて、１１７案

件については、原案を可とすることに、決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 
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議長 

 日程第１１、議案第５号 農用地利用配分計画について、を議題といたします。 

 第１区の番号１番・２番の２案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 配分計画の利用権を設定する者は、すべて宮城県農地中間管理機構となります。 

 第１区の番号１番は、築館地区の田 １筆 ６，２０３㎡、 

 番号２番は、一迫地区の田 １２筆 ６０，５７９㎡、いずれも、農地中間管理事業

による新規の賃貸借権設定である旨の２案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第５号 農用地利用配分計画についての、番号１番・２番の２案件

は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

  

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１１、議案第５号 農用地利用配分計画についての、番号１番・２番

の２案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知します。 

 

議長 

 日程第１２、議案第６号 非農地証明願について、を議題といたします。 

 はじめに、第１区の番号１番から５番までの５案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田 ５筆 ３０３㎡、願出地は、昭和４７年頃から

申請人の会社の業務のため市道の拡幅が必要となり分筆のうえ取得した土地を、道水路
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敷地として整備し、現在に至るものであり、農地への復元が困難であることから、公衆

用道路への地目変更を願い出た旨の１案件、 

 番号２番は、築館地区の田 １筆 １，７３６㎡、願出地は、平成元年頃から労力不

足により耕作できずにいたところ原野化し現在に至るものであり、農地への復元が困難

であることから、原野への地目変更を願い出た旨の１案件、 

 番号３番は、一迫地区の田 ２筆 ８９３㎡、願出地は、昭和５５年頃に父が隣接地

を使用している会社からの要望に応じ資材置場として貸し出し現在に至るものであり、

農地への復元が困難であることから、雑種地への地目変更を願い出た旨の１案件、 

 番号４番は、一迫地区の田 ２筆 １，５６３㎡、願出地は、平成１０年頃に近隣に

ある会社の駐車場拡張の相談に応じ、貸し駐車場として造成し現在に至るものであり、

農地への復元が困難であることから、宅地への地目変更を願い出た旨の１案件、 

 番号５番は、瀬峰地区の田 １筆 １，０４５㎡、願出地は、平成８年頃から労力不

足により耕作できずにいたところ原野化し現在に至るものであり、農地への復元が困難

であることから、原野への地目変更を願い出た旨の１案件、 

 以上、５案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、小原 公康 推進委員から報告願います。 

 

小原 公康 推進委員 

 議案第６号 非農地証明願については、去る３月１９日の金曜日に４名にて、書類審

査及び現地確認を行いました。 

 議案の詳細については事務局から説明があったとおりでございますが、番号１番の件

は、現地を確認しますと、写真のとおり道水路用地となってから長期間経過しているこ

とが確認できました。ここから農地に復旧することは困難であると判断いたしました。 

 番号２番の件は、現地確認をしますと、参考資料の写真のとおり原野化し、周辺も崖

のようになっていることから農地としての利用は困難であると判断いたしました。 

 番号３番の件は、現地確認をしますと、参考資料の写真のとおり資材置き場になって

おりました。農地への復旧は困難であり、周辺農地と道路とも区別されていることが確

認できました。 

 番号４番の件は、現地確認をしますと、参考資料の写真のとおり駐車場として使用さ

れておりました。道路向の会社が社員用として使用していることで現地調査当日はたく

さんの車が駐車しており、農地に復旧することは困難であると判断いたしました。 

 番号５番の件は、現地確認をしますと、参考資料の写真のとおり背の高い雑草や雑木

が繁茂し原野化しており、農地への復旧は困難であると思われます。 

 以上５案件について、許可に当たっては特に問題がないものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
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議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 ここで、非農地証明願の審議の途中ですが、会議開始から１時間以上が経過しました

ので、午後２時４５分まで、休憩といたします。 

 

休憩：午後２時３３分から２時４５分まで 

 

議長 

 休憩中の会議を再開いたします。（午後２時４５分） 

 

 次に、非農地証明願の第２区の番号６番の案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号６番は、金成地区の畑 １筆 ２５５㎡、願出地は、昭和２７年頃から

住居への進入路として長年使用され現在に至るものであり、農地への復元が困難である

ことから、宅地への地目変更を願い出た旨の１案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、氏家 勝子 推進委員から報告願います。 

 

氏家 勝子 推進委員 

 議案第６号 非農地証明願については、去る３月２２日の月曜日に３名にて、現地確

認を行いました。 

 議案の詳細については事務局の説明のとおりです。 

 番号６番の件は、現地を確認しますと、宅地への進入口として宅道として今まで利用

してきたものを、きちんと精査して必要な手続きをするという観点からも、特に問題が

ないものと判断されます。以上報告いたします。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
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議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号７番の案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号７番は、栗駒地区の畑 １筆 １４９㎡、願出地は、平成２１年に遺産

贈与により取得したが、取得以前より耕作されず原野化し現在に至るものであり、農地

への復元が困難であることから、原野への地目変更を願い出た旨の１案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、佐藤 憲一 推進委員から報告願います。 

 

佐藤 憲一 推進委員 

 佐藤です。 

 議案第６号 非農地証明願については、去る３月２２日の月曜日に４名にて、現地確

認を行いました。 

 議案の詳細については事務局の説明のとおりです。 

 番号７番の件は、現地を確認しますと、太い木が伐採されているなど、放置されてい

る状態であります。 

 すでに原野化しており、畑に復元することは困難であると判断いたしました。 

 許可に当たっては、特に問題がないものと思われます。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 
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議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第６号 非農地証明願についての、番号１番から７番までの７案件

は、原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１２、議案第６号 非農地証明願についての、番号１番から７番まで

の７案件は、原案のとおり、承認することに決定いたしました。 

 

議長 

 日程第１３、議案第７号 農業振興地域整備計画の変更について、を議題といたしま

す。 

 はじめに、第１区の番号１番から４番までの、４案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 はじめに、本日の案件についてですが、令和３年３月４日付で市長から当委員会会長

宛に諮問されたものであります。 

 農用地利用計画の今回の変更面積については、農用地区域への編入が、３．１８ａ、 

農用地区域からの除外が、４６．０２ａ、農業用施設用地から採草放牧地への用途区分

の変更が、６３．２３ａとなり、全体で４２．８４ａの減少となっております。 

 諮問におきましては、他法令との調整がなされた実現可能かつ具体的な転用計画があ

るか、について意見を求められております。例えば、農用地区域から除外があった場合

に、転用が可能かどうか農業委員会の意見を求められているものであります。 

番号１番、築館１は、編入申し出の案件で、築館地区の原野 １筆 ３１８㎡、この

案件については、令和２年第１０回の総会においてご審議いただき、その後転用許可と

なりました農地法第５条許可申請に関連する案件となっております。 

 事業用地の一部につきまして農業用施設用地として編入を求める申請でございます。

なお、事業用地内の周辺農地につきまして、令和２年第１３回の総会において、農業用

区域から農業用施設用地への変更申出のご審議をいただいており、事業計画者の所有す

る焼却施設からの焼却熱を利用し、コーヒー豆の栽培を行うため、栽培用の鉄骨ハウス

１９棟を建築造成する敷地の内部に位置している旨の１案件、 

 番号２番、築館２及び番号３番、築館３については、同一事業での除外の申し出案件

となっており、２番は、築館地区の田 １筆 ５４６㎡、３番は、築館地区の畑 ４筆 
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１，４４４㎡、事業計画者が経営する建設業の残土や資材置場等として使用するもので

あります。 

 転用申請に至った際の農地区分は、農地の広がりがあることから第１種農地に該当し

ますが、転用目的が既存施設の拡張であり、拡張面積が既存敷地面積の２分の１以下と

なりますので、不許可の例外規定に該当する旨の２案件、 

 番号４番、築館４は、除外申し出の案件となっており、築館地区の田 １筆 ５６７

㎡、除外の目的は、申請地を転用し住宅及び駐車場を建築造成するものであります。 

 転用申請に至った際の農地区分は、農地の広がりがあることから第１種農地に該当し

ますが、住宅建築を目的とした転用計画で集落に接続して設置されることから、不許可

の例外規定に該当する旨の１案件、 

以上、４案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、小原 公康 推進委員から報告願います。 

 

小原 公康 推進委員 

 議案第７号 農業振興地域整備計画の変更については、去る３月１９日の金曜日に４

名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 議案の詳細については事務局から説明があったとおりでございまして、番号１番は、

農業用施設用地への編入の案件で、周辺の土地と合わせてコーヒー豆栽培のハウスを建

築するものです。周囲はすべて同じ事業用地となるため、土地の効率的な利用の観点か

らも編入に当たっては特に問題がないものと判断いたしました。 

 番号２番と３番は、同一事業の案件で、農用地から除外し資材置き場等を造成するも

のです。現地は自己保全管理されている農地で周辺についてもほぼ同じような管理状況

でした。資材置き場等の造成は周囲の環境に配慮した造成を行うということですので、

農用地からの除外に当たっては特に問題がないものと判断いたしました。 

 番号４番の案件は、農地の一部を農用地から除外し住宅を建築するものです。 

 排水及び建築造成について、周囲に配慮して行うということですので、除外に当たっ

ては特に問題がないものと判断いたしました。以上で、現地確認報告を終わります。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「はい」の声― 
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議長 

 １１番、三浦正勝 委員 

 

１１番、三浦 正勝 委員 

 １１番の三浦です。参考資料の表示について、一部標記が欠けているように思われる

場所があるが、説明をお願いします。 

 

議長 

 事務局説明 

 

事務局 

 質問のとおりでございますので、以後注意いたします。 

  

議長 

 よろしいですか 

 

１１番、三浦 正勝 委員 

 はい、了解しました。 

 

議長 

 その他ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号５番・６番の、２案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号５番、金成１は、農用地区域除外の案件となっており、金成地区の田 

１筆 １９９㎡、変更及び除外の目的は、現在の宅地に駐車場がないため申請地を転用

し、家族及び来客用の駐車場を造成するものであります。 

 転用申請に至った際の農地区分は、農地の広がりがあることから第１種農地に該当し

ますが、集落に接続して設置される計画であることから、不許可の例外規定で取り扱う

旨の１案件、 

 番号６番、志波姫１は、農用地区域除外の案件となっており、志波姫地区の畑 １筆 

１２０㎡、変更及び除外の目的は、隣接地に事業計画者の事業所があるが。従業員用の
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駐車場がないため申請地を転用し、従業員用の駐車場を造成するものであります。 

 転用申請に至った際の農地区分は、２種類以上の埋設管が備わっており、周辺に医院

等が２軒以上立地していることから、第３種農地で取り扱う旨の１案件、 

以上、２案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、氏家 勝子 推進委員から報告願います。 

 

氏家 勝子 推進委員 

 議案第７号については、去る３月２２日の月曜日に３名にて、現地を確認してまいり

ました。 

 詳細については、事務局が説明したとおりであります。 

 番号５番・６番とも生産性の低い農地であり、どちらも現在は作付けされておらず、

除草された状態で維持管理がなされておりました。 

 いずれも、特に問題がないものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―｢質疑なし｣の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号７番・８番の、２案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

 第３区の番号７番、栗駒１は、農用地区域からの除外の案件で、栗駒地区の田 ２筆 

４，３０７㎡のうち１，７２６㎡、事業計画者は宮城県となっており、除外の目的は、

森林法第１０条に基づく治山事業によるもので、土砂流出防止機能の向上を図るため、

治山ダム１基を設置し、周囲の森林を森林法第２５条に基づく保安林指定を行うもので

あります。 

 農用地区域除外後の農地区分については、周囲を森林に囲まれ、分断された生産性の

低い小集団農地となることから、第２種農地で取り扱う旨の１案件、 
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 番号８番、栗駒２は、用途区分変更の案件で、栗駒地区の雑種地 １筆 ４，９３７

㎡、山林 １筆 １９９㎡、ため池 １筆 １，１８７㎡、合計 ６，３２３㎡、この

土地については、農振計画上は農業用施設用地となっておりますが、飼料用作物栽培の

ため、採草放牧地へ用途変更する旨の１案件、 

以上、２案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、高橋 茂 推進委員から報告願います。 

 

高橋 茂 推進委員 

 議案第７号については、去る３月２２日の月曜日に４名にて、現地確認調査を行いま

した。 

 番号７番、８番の２案件につきましては、詳細は事務局の説明のとおりで、申し出の

とおり特に問題がないものと判断いたしましたので報告いたします。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―｢質疑なし｣の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第７号 農業振興地域整備計画の変更についての、番号１番から８番

までの８案件は、問題なしと意見を附し、栗原市長に通知することに、ご異議ございま

せんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１３、議案第７号 農業振興地域整備計画の変更についての、番号１

番から８番までの８案件は、問題なしと意見を附し、栗原市長に通知することに決定い

たしました。 
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議長 

 日程第１４、議案第８号 令和３年度栗原市農業委員会事業計画について、を議題と

し、審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 この案件につきましては、先の連携会議で内容の説明を行っておりますが、農業委員

会においては、果敢に農地利用の最適化に取り組み、「農地所有者の意向把握」と「地

域での話し合い」を重点化･明確化しながら、地域活動に積極的に取り組むことを基本

方針とし、 

（１）「農業委員会の円滑な運営と活動展開」、 

（２）「総会の円滑な運営」、 

（３）「農業委員及び農地利用最適化推進委員の地区担当活動の充実」、 

（４）「地域農業者、農業団体との連携強化」、 

（５）「農地確保･有効利用」、 

（６）「農業者年金の加入促進」、 

（７）「情報提供活動」、 

（８）「女性農業委員・推進委員活動」の項目を説明。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 

  －「質疑なし」の声－ 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第８号 令和３年度 栗原市農業委員会事業計画について、原案のと

おり決定することにご異議ございませんか。 

 

  －「異議なし」の声－ 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１４、議案第８号 令和３年度 栗原市農業委員会事業計画について

は、原案のとおり、決定いたしました。 
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議長 

 以上をもちまして、会議案件は全て議了いたしました。 

 これで、令和３年 第３回 栗原市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

議長（会長） 

 ご起立願います。ご苦労様でした。 

 

 

 

  ＜ 午後 ３時 １８分 閉会 ＞ 

 

 

本会議の顛末を記録し、その正当なることを証するためここに署名捺印する。 
 

 

          議     長                 

 

 

          議事録署名委員                 

 

 

          議事録署名委員                 


